


 1 お客様はじめ地元の皆様へ                              

 

 何 時 も伊 勢 線 をご利 用 戴くとともに、 当 社 の業 務 運 営 にご理 解 ・ご支 援 を賜 り、

誠 に有 難 う御 座 います。  

当 社 は、 ２ ０ ０ ８ 年 ７ 月、 中 部 運 輸 局 よ る、 事 業 者 が 安 全 管 理 体 制 を 確 実 に

構 築 し、 適 切 に 維 持 されて いる か を 確 認 する 「運 輸 安 全 マ ネジ メント 評 価 」 を 受

け、会 社 と して の 安 全 確 保 へ の 取 組 み につ いて 一 定 の 評 価 を 戴 き ま した。 一

方 、「更 な る取 組 みを期 待 する」として、 内 部 監 査 の仕 組 みの構 築 及 びそれを活

用 した管 理 体 制 の見 直 し等 について 助 言 を戴 き、速 やかに関 係 規 程 を整 備 し、

１ １ 月 に内 部 監 査 を 実 施 しました。 今 後 、 毎 年 実 施 し、 当 社 の 安 全 推 進 体 制

が確 実 に機 能 しているかを確 認 してまいります。 

本 年 は、 ３ 年 振 りに鈴 鹿 で「Ｆ１ 日 本 グラン プ リ」が 開 催 されること とな り、 全 国

から多 くの観 戦 のお客 様 がお見 えにな ります。 今 後 とも伊 勢 鉄 道 が「安 全 で安

心 で きる 鉄 道 」として多 くのお客 様 にご 利 用 戴 けますよ う全 社 員 が 一 丸 とな って

努 力 を続 けて 参 ります。 

 本 報 告 書 は、 鉄 道 事 業 法に基 づき、 輸 送 の安 全 確 保 のための取 組 みや安 全

の実 態 について自 ら振 り返 るとともに、 広 くご理解 戴 く為 に２００７年 度 から公 表 し

ております。 皆 様 からの声 を輸 送 の安 全 に役 立 てたく、 積 極 的 なご意 見 を頂 け

れば幸 いです。 

  

伊 勢 鉄 道 株 式 会 社         

 代 表 取 締 役 社 長  森 井 修 治  
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 3 事故等の発生状況と再発防止措置〈２００8 年度〉           

 

  

   ─ │№╡╕∑╪≢⇔√⁹   

≤╙ ⅝ ⅝ ⌐ ≢ ╡ ╪≢╕™╡╕∆⁹  

 

  

   ─ │№╡╕∑╪≢⇔√⁹  

 

  

   ⁸ ⌂ ⌐╟╡ ╩ ℮ ╣⅜

⇔⁸⅔ ⌐↔ ╩⅔ ↑⇔╕⇔√⅜⁸∕╣ │ ↄ⁸

╩ ⇔⁸╒╓ ⌂ ╩ ≢⅝╕⇔√⁹  

 

  

   ▬fi◦♦fi♩─ │№╡╕∑╪≢⇔√⁹  



  

   ⅛╠─ │№╡╕∑╪≢⇔√⁹  

 

4 輸送の安全確保のための取組み                         
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５5  当社の安全管理体制                                  
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   TEL    059 -  383 -  2112 

               (FAX ╙ )  

  E-mail :  anzen@isetetu.co. jp  

 

 6 お客様や地元の皆様との連携とお願い                    
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